
品川区給付型大学奨学金事務取扱要綱 

制定 令和７年 ８月 １日 区長決定 要綱第２１６号 

（目的） 

第１条 この要綱は、品川区給付型大学奨学金条例（令和７年品川区条例第４４号。以下

「条例」という。）および品川区給付型大学奨学金条例施行規則（令和７年品川区規則

第４５号。以下「規則」という。）に基づき実施する品川区給付型大学奨学金事業の円

滑かつ適正な運用を図るために必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語は、条例および規則において使用する用語の例に

よる。 

（対象学部） 

第３条 奨学金の給付を受けることができる者の要件として、条例第２条第２号に定める

学部は、学校基本調査規則（昭和２７年文部省令第４号）第１条に規定する「学校基本

調査」において使用する学科系統分類表のうち、「１ 大学（学部）学科番号」の大分

類が、理学、工学、農学または保健に分類されるものとする。 

（学業成績） 

第４条 条例第２条第３号に定める学業成績が特に優れていることとは、規則第３条第１

号に定める推薦書および成績等を証明する書類の５段階評価方式による全教科の平均点

数（小数点第２位以下を四捨五入）が、４.０以上である場合をいう。 

２ 前項で定める平均点数を算出するための対象となる成績は、次の各号のとおりとする。 

⑴ 学校を卒業する見込み、または修了する見込みの者は、高等学校１年次および２年

次相当に該当する年次に履修したすべての科目の成績 

⑵ 学校を卒業後または修了後２年以内の者は、高等学校３年間相当に該当する年次の

間に履修したすべての科目の成績 

３ 本条で定める成績等を証明する書類が５段階評価方式によらない場合は、別表第１か

ら別表第１の４まで（これらの表に定めるもの以外の成績評価の場合については、これ

らの表に定める換算方法に準じて換算するものとする。）の成績換算表により換算する。 

（生活保護受給者からの申請） 

第５条 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１項に定める被保護者が奨学

金を申請する場合、生活保護受給証明書を区に提出するものとする。 

２ 区は、前項に定める者から申請があった場合、その使途等について福祉事務所長の意

見を求めなければならない。 



（地域貢献活動） 

第６条 条例第２条第４号に定める地域貢献活動は、奨学生が大学在学期間中、原則無償

で自主的かつ定期的に行う地域社会の発展や課題解決に寄与する活動のことをいい、以

下の各号の条件を満たす活動とする。 

⑴ 地域貢献活動の目的は、地域活性化、防災・安全（消防団を含む）、地域社会の福

祉向上、環境保護、教育支援または文化振興に資する活動であること。 

⑵ 地域貢献活動の形態は、次のアからウに該当するものとする。 

ア 地方自治体、公共機関、非営利団体または教育機関が主催もしくは認定する活動 

イ 地域住民や地域団体と協働で行う活動 

ウ 大学が認定する地域連携プログラムへの参加 

⑶ 地域貢献活動の活動範囲は、原則として品川区内で行われる活動とする。ただし、

品川区の利益に資する活動と区が認める場合は、品川区外の活動も範囲とする。 

⑷ 地域貢献活動は、政治的、宗教的または営利目的の活動は含まないものとする。 

（第１次選考） 

第７条 規則第４条第１号に定める第１次選考は、条例第２条各号に定める要件について、

申請書類および住民情報等により以下の確認を行う。 

⑴ 居住要件 奨学金の給付を受けることができる者の生計を維持する者が、申請を行

う日の属する年の１月１日現在において、引き続き２年以上区内に住所を有している

こと。ただし、奨学金の給付を受ける者またはその生計を維持する者が外国籍の場合

にあっては、次の在留資格を有する者とし、在留期間および在留期間の満了の日をあ

わせて確認するものとする。 

ア 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特

例法（平成３年法律第７１号）に定める法定特別永住者として本邦に在留する者 

イ 出入国管理及び難民認定法別表第２の永住者、日本人の配偶者等または永住者の

配偶者等の在留資格をもって本邦に在留する者 

ウ 出入国管理及び難民認定法別表第２の定住者の在留資格をもって本邦に在留する

者 

⑵ 対象学部 本要綱第３条に定める学部であること。 

⑶ 成績要件 本要綱第４条に定める成績以上であること。 

⑷ 滞納状況 条例第２条第５号に定める特別区民税の滞納をしていないこと。 

２ 前項の要件を満たさない場合は、不承認とする。ただし、家庭状況や収入状況等から

区長が特に認める場合は、この限りではない。 

３ 第１項の要件を満たす申請者および第２項ただし書きに該当する申請者については、

規則第３条第２号および第３号に定める次の書類による作文評価を行うものとする。 

⑴ 入学を志望する大学および学部での学修に係る計画を記載した書類（「学修計画書」

という。） 

⑵ 区内における地域貢献活動に係る計画を記載した書類（「地域貢献活動計画書」と

いう。） 

４ 前項の評価は、以下の観点から複数の審査員が採点を行い、その平均点を算出する。 



⑴ 内容 

⑵ 構成 

⑶ 表現力 

⑷ 文法および語法 

⑸ 独創性 

５ 作文評価の審査員は、品川区給付型大学奨学金運営委員会（以下「運営委員会」とい

う。）の委員または区長が認めた者によって行うものとする。 

６ 第１次選考は、第３項および第４項の評価結果に世帯所得等を考慮して、第２次選考

に進める者（以下「第１次選考通過者」という。）を決定する。 

７ 第１次選考通過者の数は、予算の範囲内で定める給付人数に１００分の２０を乗じて

得た人数を目安として加え、区長が決定する。 

（第２次選考） 

第８条 第２次選考は、前条に定める第１次選考を通過した申請者に対し、区が期日を指

定して行う面接審査による。 

２ 面接審査は、以下の項目について評価を行うものとする。 

⑴ 人物評価 

ア 態度・礼儀 

イ 表現力・コミュニケーション能力 

ウ 意欲・熱意 

⑵ 学修計画の実現可能性 

ア 目標の明確性 

イ 計画の具体性 

ウ 実現に向けての準備状況 

⑶ 地域貢献活動の実効性 

ア 活動内容の具体性 

イ 地域への貢献度 

ウ 継続性・発展性 

⑷ 奨学金の必要性 

ア 経済状況の説明 

イ 奨学金の使途計画 

３ 面接審査は、３人以上の面接官により実施し、各面接官が前項の項目について以下の

５段階の評点で評価を行い、その合計点を算出して第２次選考の最終評価とする。 

５：極めて優れている 

４：優れている 

３：普通 

２：やや劣る 

１：劣る 

４ 面接官は、運営委員会の委員または区長が認めた者によって行うものとする。 

５ 面接時間は、１人あたり２０分程度とし、質疑応答を含むものとする。 



６ 面接を受けなかった者については、辞退したものとみなす。 

７ 面接審査の実施方法、評価基準の詳細、その他必要な事項については、別に定める。 

（給付型大学奨学金運営委員会） 

第９条 第２次選考の結果は、第１次選考の結果と合わせて、給付型大学奨学金運営委員

会において総合的に審議する。 

２ 区長は、前項の審議を経て、給付候補者を決定する。 

（補欠合格） 

第１０条 区長は、給付候補者のうち給付の対象となる大学の学部に進学しない者が生じ

た場合に備え、あらかじめ補欠合格者を選定することができる。 

２ 補欠合格者の選定は、第１次選考および第２次選考の結果に基づき、給付候補者に次

ぐ成績順により行うものとする。 

３ 区長は、前項の規定により補欠合格者を決定した場合、その旨および次の事項を補欠

合格者に通知する。 

⑴ 補欠合格の順位 

⑵ 奨学金給付の可能性がある期限 

４ 給付候補者のうち給付の対象となる大学の学部に進学しない者が発生した場合、区長

は速やかに補欠合格者の中から繰り上げ給付候補者を選定し、その旨および必要な手続

きについて繰り上げ給付候補者に通知する。 

５ 補欠合格者の地位は、給付を受ける年度の３月３１日までを有効とする。 

６ 本条に定めるもののほか、補欠合格に関し必要な事項は、区長が別に定める。 

（大学の修学に必要な費用） 

第１１条 条例第５条第２項に定める大学の修学に必要な費用は、授業料、在籍基本料、

施設設備費、教育充実費、実験実習費、研究活動費、履修科目に係る図書購入費および

これらに付随する費用とする。 

２ 保護者会費、同窓会費等、大学の修学に直接影響しない費用は、大学の修学に必要な

費用にあたらないものとする。 

（奨学金の使途報告） 

第１２条 奨学生は、規則第６条に定める書類を提出する際、給付された奨学金の使途に

ついて、区長に報告しなければならない。 

（入学状況の確認） 

第１３条 給付候補者は、規則第５条第２項の定めに基づき、給付候補者として決定した

大学および学部への入学を証する書類を提出しなければならない。 

２ 給付候補者は、給付候補者として決定した大学および学部とは別の大学および学部へ

の入学が決定した場合は、速やかに進学先変更届および当該大学および学部への入学を

証する書類を区長に提出しなければならない。 



３ 区長は、前項の届出があった場合、条例第２条第２号および本要綱第３条に定める大

学および学部であることを審査のうえ、奨学金の給付決定を行うものとする。 

４ 給付候補者が正当な理由なく本条に定める届出を怠った場合は、給付候補者としての

地位を取り消すものとする。 

（在学状況等の確認） 

第１４条 奨学生は、規則第６条に定める書類を、以下の時期までに区が別に定める様式

とともに、その状況を区長に報告しなければならない。ただし、大学による書類の発行

時期等、やむを得ない理由により提出が遅れる場合は、その限りでない。 

⑴ 毎年度開始時（４月３０日まで） 

⑵ 毎年度終了時（３月３１日まで） 

⑶ 毎学期ごと（当該年度の前期期間終了後２週間以内または後期期間終了後２週間以

内） 

２ 前項の報告には、地域貢献活動実績報告書を付して提出するものとする。 

３ 奨学生が正当な理由なく本条および規則第７条に定める報告または届出を怠った場合、

もしくは虚偽の報告または届出を行った場合は、奨学金の停止または取消しの対象とな

るものとする。 

４ 本条に定める報告や届出の詳細な方法、様式、その他必要な事項については、別に定

める。 

（給付決定の停止または取消し） 

第１５条 区長は、奨学生から規則第６条に定める報告または規則第７条に定める届出を

受けた結果、奨学生が条例第８条各号のいずれかに該当する場合は、品川区給付型大学

奨学金運営委員会への諮問、答申を経て、奨学金の給付を停止し、または当該奨学金の

給付決定の全部もしくは一部を取り消すことができる。 

（委任） 

第１６条 この要綱の施行について必要な事項は、子ども未来部長が別に定める。 

付 則 

この要綱は、令和７年８月１日から適用する。 



別表第１（第４条第２項ただし書き） 

成績換算表（３段階評価による換算） 

換算前評定（数値制／ＡＢＣ制） 換算後評定 

３／Ｓ ５ 

２／Ａ ３ 

１／Ｂ １ 

別表第１の２（第５条第２項ただし書き） 

成績換算表（４段階評価による換算） 

換算前評定（数値制／ＡＢＣ制） 換算後評定 

４／Ｓ ５ 

３／Ａ ３．６７ 

２／Ｂ ２．３３ 

１／Ｃ １ 

別表第１の３（第５条第２項ただし書き） 

成績換算表（６段階評価による換算） 

換算前評定（数値制／ＡＢＣ制） 換算後評定 

６／Ｓ ５ 

５／Ａ ４．２ 

４／Ｂ ３．４ 

３／Ｃ ２．６ 

２／Ｄ １．８ 

１／Ｅ １ 

別表第１の４（第５条第２項ただし書き） 

成績換算表（７段階評価による換算） 

換算前評定（数値制／ＡＢＣ制） 換算後評定 

７／Ｓ ５ 

６／Ａ ４．３３ 

５／Ｂ ３．６７ 

４／Ｃ ３ 

３／Ｄ ２．３３ 

２／Ｅ １．６７ 

１／Ｆ １ 
 


